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▼
市
価
格
高
騰
緊
急
支
援
給
付
金

専
用
電
話
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▼
福
祉
事
務
所
生
活
福
祉
課（
福

祉
総
務
係
）
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５
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渡
り
鳥
が
飛
来
す
る
季
節
に
な

り
、野
鳥
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の

発
生
が
心
配
さ
れ
ま
す
。鳥
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
は
、野
鳥

観
察
な
ど
通
常
の
接
し
方
で
は
、

人
に
感
染
し
な
い
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。ま
た
、野
鳥
は
さ
ま
ざ
ま

な
原
因
で
死
亡
し
ま
す
の
で
、死

ん
で
い
て
も
直
ち
に
鳥
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
を
疑
う
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、次
の
こ
と
に
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
同
じ
場
所
で
た
く
さ
ん
の
野
鳥

が
死
亡
し
て
い
る
な
ど
の
異
常
を

発
見
し
た
場
合
は
、県
ま
た
は
市

に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
▼
死
亡
し

た
鳥
な
ど
の
野
生
動
物
に
は
、素

手
で
触
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
▼
野

生
の
鳥
が
死
ん
で
い
る
の
を
見
つ

け
た
場
合
に
は
、素
手
で
触
ら
ず

に
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
入
れ
て
、き
ち

ん
と
封
を
し
て
廃
棄
物
と
し
て
処

分
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
▼
野
鳥

の
糞
が
靴
の
裏
や
車
両
に
付
く
こ

と
に
よ
り
、鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

所
に
連
絡
く
だ
さ
い
。家
き
ん
舎

の
出
入
り
口
と
周
辺
の
消
毒
、野

生
動
物
侵
入
防
止
対
策
の
点
検
な

ど
、衛
生
管
理
の
徹
底
に
努
め
て

く
だ
さ
い

▼産
業
経
済
部
農
林
振
興
課（
林
業

振
興
係
）

指
導
員
協
議
会

☎
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２
２
）６
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２
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◉▼
凍
結
防
止
用
ヒ
ー
タ
ー
の
コ
ン

セ
ン
ト
は
確
実
に
差
し
込
む
▼
長

期
間
留
守
に
す
る
場
合
な
ど
は
、

水
抜
栓
を
使
い
水
道
管
の
水
を
抜

く
▼
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
内
は
、

メ
ー
タ
ー
保
温
材
や
発
泡
ス
チ

ロ
ー
ル
で
防
寒
す
る

※
メ
ー
タ
ー
保
温
材
は
12
月
か
ら

水
道
お
客
様
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
各

総
合
支
所
で
無
料
配
布
し
ま
す

◉▼
凍
っ
た
と
こ
ろ
に
タ
オ
ル
な
ど

を
か
ぶ
せ
て
、ぬ
る
ま
湯
を
か
け

る（
熱
湯
を
直
接
か
け
る
と
、蛇
口

な
ど
を
破
損
さ
せ
る
恐
れ
が
あ
り

ま
す
）▼
蛇
口
や
水
道
管
が
破
裂

し
た
と
き
は
、水
抜
栓
を
閉
め
て

か
ら
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者

に
修
理
を
依
頼
す
る
。水
抜
栓
の

場
所
が
わ
か
ら
な
い
と
き
は
、破

損
個
所
に
タ
オ
ル
を
巻
き
つ
け
て

か
ら
修
理
を
依
頼
す
る

※
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の

連
絡
先
は
、上
下
水
道
部
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
確
認
す
る
か
、水
道
お

客
様
セ
ン
タ
ー
に
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い

※
修
理
費
用
は
自
己
負
担
で
す

登米市は自主財源を確保するため、広報とめに有料広告を掲載しています。
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国
民
年
金
保
険
料
は
、社
会
保

険
料
控
除
と
し
て
そ
の
年
の
課
税

所
得
か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
。令
和

４
年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま

で
に
納
付
し
た
国
民
年
金
保
険
料

は
、所
得
税
お
よ
び
住
民
税
の
申

告
に
お
い
て
全
額
が
社
会
保
険
料

控
除
の
対
象
で
す
。令
和
４
年
中

の
納
付
で
あ
れ
ば
、過
年
度
分
の

保
険
料
や
追
納
さ
れ
た
保
険
料
も

控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
た

め
に
は
、年
末
調
整
や
確
定
申
告

の
際
に
、保
険
料
を
支
払
っ
た
こ

と
を
証
明
す
る
書
類
の
添
付
が
必

要
で
す
。こ
の
た
め
、日
本
年
金
機

構
か
ら
、「
社
会
保
険
料（
国
民
年

金
保
険
料
）控
除
証
明
書
」が
対
象

者
宛
て
に
発
送
さ
れ
ま
す
。控
除

証
明
書
が
届
い
た
ら
、大
事
に
保

管
し
、年
末
調
整
や
確
定
申
告
の

際
に
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。家
族

の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た

場
合
は
、ご
自
身
の
国
民
年
金
保

険
料
に
加
え
、そ
の
保
険
料
に
つ

い
て
も
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

国
民
年
金
制
度
は
、税
法
上
と

て
も
有
利
な
だ
け
で
は
な
く
、老

後
は
も
ち
ろ
ん
不
慮
の
事
故
な
ど

万
一
の
と
き
に
も
心
強
い
味
方
と

な
る
制
度
で
す
。保
険
料
の
納
め

忘
れ
の
な
い
よ
う
早
め
の
納
付
を

心
掛
け
て
く
だ
さ
い
。

➊
９
月
30
日
ま
で
に

納
付
／
11
月
上
旬
➋
12
月
31
日
ま

で
に
納
付
／
令
和
５
年
２
月
上
旬

▼
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル
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▼
市
民
生
活
部
国
保
年
金
課（
年

金
医
療
係
）
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電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
な
ど
の
価

格
高
騰
に
よ
る
負
担
増
を
踏
ま

え
、住
民
税
非
課
税
世
帯
な
ど
に

対
し
て
、給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

➊
住
民
税
非
課

税
世
帯
＝
基
準
日（
令
和
４
年
９

月
30
日
）に
お
い
て
世
帯
全
員
の

令
和
４
年
度
住
民
税
が
非
課
税
で

あ
る
世
帯（
課
税
さ
れ
て
い
る
人

の
扶
養
親
族
か
ら
な
る
世
帯
は
除

く
）
➋
家
計
急
変
世
帯
＝
予
期
せ

ず
家
計
が
急
変
し
、
➊
の
世
帯
と

同
様
の
事
情
に
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
世
帯

１
世
帯
当
た
り
５
万
円

住
民
税
非
課
税
世
帯

に
つ
い
て
は
、支
給
対
象
世
帯
の

世
帯
主
宛
て
に
確
認
書
を
郵
送
し

ま
す
。令
和
４
年
１
月
２
日
以
降

に
登
米
市
に
転
入
し
た
人
が
い
る

住
民
税
非
課
税
世
帯
お
よ
び
家
計

急
変
世
帯
に
つ
い
て
は
、生
活
福

祉
課
ま
た
は
総
合
支
所
窓
口
に
備

え
付
け
の
申
請
書（
市
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
）に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、添

付
書
類
と
と
も
に
郵
送
す
る
か
総

合
支
所
窓
口
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い

令
和
５
年
１
月
31
日

（
火
）

ウ
イ
ル
ス
が
他
の
地
域
に
運
ば
れ

る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、野
鳥

に
近
づ
き
す
ぎ
な
い
よ
う
に
し
て

く
だ
さ
い
▼
鳥
を
飼
養
し
て
い
る

場
合
は
、飼
養
ケ
ー
ジ
を
使
用
し
、

野
鳥
と
の
接
触
を
防
い
で
く
だ
さ

い
▼
家
き
ん
の
死
亡
羽
数
が
増
え

る
な
ど
の
異
常
を
見
つ
け
た
場

合
は
、最
寄
り
の
家
畜
保
健
衛
生
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県
東
部
地
方
振
興
事
務
所
登
米
地

域
事
務
所
林
業
振
興
部
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▼産
業
経
済
部
農
政
課（
畜
産
振
興

係
）
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県
東
部
家
畜
保
健
衛
生
所（
防
疫

班
）
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近
年
、全
国
で
覚
せ
い
剤
や
大

麻
・
危
険
ド
ラ
ッ
グ
な
ど
の
違
法

薬
物
の
使
用
者
に
よ
る
犯
罪
が
多

発
し
て
い
ま
す
。違
法
薬
物
に
は
、

一
度
の
使
用
で
止
め
ら
れ
な
く
な

る
も
の
や
脳
の
細
胞
を
破
壊
す
る

も
の
も
あ
り
、時
に
は
死
に
至
る

場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

特
に
、大
麻
に
つ
い
て
は
誤
っ

た
情
報
が
拡
散
し
て
お
り
、大
麻

の
乱
用
が
青
少
年
を
中
心
に
拡
大

し
て
い
ま
す
。大
麻
は
脳
へ
の
悪

影
響
が
懸
念
さ
れ
、そ
の
害
悪
は

他
の
違
法
薬
物
と
何
ら
変
わ
り
あ

り
ま
せ
ん
。薬
物
乱
用
は
、本
人
だ

け
で
な
く
家
族
や
友
人
も
不
幸
に

し
ま
す
。家
庭
や
地
域
で「
ダ
メ
。

ゼ
ッ
タ
イ
。」を
合
言
葉
に
、薬
物

乱
用
を
撲
滅
し
ま
し
ょ
う
。

石
巻
保
健
所
登
米

支
所
・
登
米
地
区
薬
物
乱
用
防
止

▼
上
下
水
道
部
経

営
総
務
課（
業
務
係
）
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▼
水
道
お
客
様
セ
ン
タ
ー
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県
東
部
教
育
事
務
所
管
内
の
小

中
学
校
に
勤
務
す
る
講
師
な
ど
を

募
集
し
ま
す
。

➊
12
月
26
日（
月
）

午
後
２
時
〜
３
時
／
代
替
養
護
教

諭
・
栄
養
職
員
・
事
務
職
員
➋
12
月

27
日（
火
）午
前
９
時
〜
10
時
／
小

学
校
講
師
➌
12
月
27
日（
火
）午
後

１
時
30
分
〜
２
時
30
分
／
中
学
校

講
師

石
巻
合
同
庁
舎（
１
階
大

会
議
室
）

※
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

く
だ
さ
い

県
東
部
教
育
事
務

所（
教
育
学
事
班
）
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